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類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま
(注) １ 金額は販売価格によっております。 





























第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

~ ただし、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５

号)附則第３項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則を適用しております。  

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

~ ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成



























































中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法によ

っております。

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法によって

おります。(評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は総平均法

により算定しておりま

す。)

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基

づく時価法によっており

ます。(評価差額は全部資

本直入法により処理し、

売却原価は総平均法によ

り算定しております。)

時価のないもの

総平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2) たな卸資産

個別法(ただし、保守用部品及

び貯蔵品については先入先出

法)による原価法を採用してお

ります。

(2) たな卸資産

同左

(2) たな卸資産

同左

(3) デリバティブ

時価法によっております。

(3) デリバティブ

同左

(3) デリバティブ

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産













注 記 事 項  

( 中 間 貸 借 対 照 表 関 係 )  

  

 
  

前 中 間 会 計 期 間 末

※ １  有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計

※ ２  �

� ｬ 減 岳 + X + ﾐ 額













該 当 事 項 は あ り ま せ ん 。  

  







独立監査人の中間監査報告書 

 
  

平成16年12月10日

東京エレクトロン株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

  



独立監査人の中間監査報告書 

 
  

平成17年12月９日

東京エレクトロン株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

  




